
別記様式第１号 

取 扱 基 準 

名 称 住民バス運行費補助金 

補助区分 運営費補助☐   事業費補助■ 

補助金の概要 

新潟市内における地域住民の生活交通を確保するため、路線バスが

廃止になった地域や、公共交通空白・不便地域の住民組織が主体と

なって取り組むバス又は乗合タクシーによる代替輸送事業（住民バ

ス）に対して支援を行う。 

目 標 

数値化□   非数値化■ 
令和７年度１０地区 
（地域住民が主体となって、公共交通の利用を促進し、必要最低限

の生活交通を確保することを目指す。） 

<目標が数値でない場合の評価方法> 

公共交通空白・不便地域の解消 

補助事業者 
※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。 

事業者が多数の場合，ホームページでの公表ができないことがあります。 
その際は直接担当課にお問い合わせください。 

補助対象経費の 
内    容 住民バス運行に係る費用 

補助額 
及びその算定方法 

又は補助率 

○運行費補助 
運行経費から運賃収入を差し引いた額と次に掲げる式により算出さ

れた額のいずれか少ない額 
算出式＝Ａ又はＢのいずれか少ない額×Ｃ（％） 

Ａ：上限経費＝10 便×年間の運行期間の全日数に係る経費 

Ｂ：実運行経費＝1 日の運行便数×運行日数に係る経費 

Ｃ：補助率（地域の実情に応じて７０％～８５％に設定） 

○設備費補助 
 補助対象経費の全額 
○運営経費補助 
 総補助額の年間 10 万円を限度 
<補助額が５万円未満，又は補助率(実行補助率を含む)が 1/2 を超える場合の理由> 

運賃収入及び地元負担金のみによる運行が困難なため。 

開始時期 令和６年  ４月 １日 
評価の時期 令和８年  ９月３０日 

終 期 
令和９年  ３月３１日 

（終期が３年を超える場合の理由） 
 

補助事業者による 
情報の公表 

〔内容〕 
新潟市より補助金の交付を受けている旨 
〔媒体〕 
車内に掲示 又は 交通事業者ホームページ 

担当部署 
都市政策部 都市交通政策課 地域交通整備室 
電 話 025-226-2730 E-mail kotsu@city.niigata.lg.jp 
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